
                      　 未成年者の行為能力に関する 次の記述のう ち妥当なのはど れか。

１ ． 未成年者 A が法定代理人 B の同意を得ずに C から  ３００ 万円の贈与を負担なし で受

けた場合， B は A・ C 間の贈与契約を取り 消すこ と ができ る 。

２ ． 未成年者 A が法定代理人 B から 営業の種類を特定し て営業を許さ れた場合， B は

いかなる 理由があっても ， その営業に関する 許可を取り 消すこ と はでき ない。

３ ． 未成年者 A が法定代理人 B の同意を得ずに自己所有の不動産を Cに売却する 契約

を締結し た場合， A は B の同意を得なく ても ， こ の契約を単独で取り 消すこ と が

でき る 。

４ ． 未成年者 A が法定代理人 B の同意を得ずに自己所有の不動産を Cに売却する 契約

を締結し 代金を 受領し たが， B がこ の契約を 取り 消し た場合， A が代金の一部を

浪費し ていたと き でも ， A は代金の全額を C に返還し なければなら ない。

５ ． 未成年者 A が法定代理人 B の同意を 得ずに C と 売買契約を 締結し た。 A も B も

こ の契約を取消可能である と 知ら なかった場合でも ， 契約締結時から ５ 年を経過

し たと き は， 取り 消すこ と はでき ない。

大学卒業程度（行政、専門試験）３問

正答　３



                      　 教育を受ける 権利に関する 次の記述のう ち妥当なのはど れか。 ただし ， 争い

がある 場合は判例によ る 。

１ ． 子ども の教育内容の決定については親， 私立学校， 教師， 国が関わり ， 教師の教

授の自由が一定範囲において肯定さ れる と 同時に， 国にも 必要かつ相当な範囲に

おいて教育内容決定権が認めら れる 。

２ ． 学習指導要領は， 教育のある べき 姿を示すも のと し て綱領的・ 助言的性格をも つ

も のと 位置付けら れる 。 し たがって， 教師はこ れに従わなく と も ， 懲戒処分等の

法的制裁を科さ れる こ と はない。

３ ． 教科書検定は表現物の行政権によ る 事前チェ ッ ク であり 検閲に当たる と さ れる が，

教育を受ける 権利を全国的に一定の水準で実現する 必要がある ため， 公共の福祉

の見地によ り 許容さ れる 。

４ ． 憲法は義務教育を定めている ので， 子ど も は教育を受ける 義務を負う 。 こ れは，

子ども の自律権を一定程度制約する が， 人と し ての人格的成長のためにやむを得

ない制約と さ れる 。

５ ． 義務教育の無償が憲法上定めら れている 。 こ れは， 教育の対価である 授業料， 及

び教育において必須の位置付けを受ける 教科書について無償と すべき こ と の要請

である 。

正答　１



                      　 イ ンフ レ ーショ ン（ イ ンフ レ ） に関する 次の記述のう ち妥当なのはど れか。

１ ． イ ンフ レ は発生要因によ って分類する こ と ができ ， 個人消費などの増加によ って

発生する のはコ ス ト プッ シュ ・ イ ンフ レ ， 原材料価格などの上昇によ って発生す

る のはディ マンド プル・ イ ンフ レ と 呼ばれる 。

２ ． 物価上昇率が年 １０ ％程度に達する イ ン フ レ はハイ パー・ イ ン フ レ と 呼ばれる 。

ハイ パー・ イ ンフレ は第一次世界大戦後のド イ ツで発生し た後はど こ の国でも 発

生し ていない。

３ ． 株価や地価など資産価格が継続的に上昇する 現象は資産イ ンフレ と 呼ばれる 。 日

本では １９７０ 年代前半に石油危機が発生し ， 消費者物価の上昇率が低い水準に落

ち着いている 中で， 株価や地価が数倍に値上がり する 資産イ ンフ レ が発生し た。

４ ． 景気の停滞と 物価上昇が同時に進行する こ と があり ， こ れはス タ グフ レ ーショ ン

と 呼ばれる 。 ス タ グフレ ーショ ンの下では， 中央銀行が景気対策と イ ンフ レ 対策

のど ちら を優先すべき かと いう 問題は発生し ない。

５ ． イ ンフ レ の下では， 賃金の増加率が物価上昇率を下回る 人にと っては， 実質的な

賃金が減少する 。 ま た， 元本が名目的に固定さ れている 預金など の金融資産につ

いては， 元本の実質的な価値が減少する 。

正答　５


